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　貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評定し
た結果を通知します。
　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書
面の通知を受けた日から起算して14日（｢休日｣を含む）以内に書面により、説明を求め
ることができます。
　疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記
の通りです。

Ｒ６交通拠点等の機能強化検討業務

３．完了検査年月日

２．履行期間

別表のとおり

ＴＥＬ０４８－６０１－３１５１　内線３３４３

委 託 業 務 等 成 績 評 定 通 知 書

国土交通省関東地方整備局　企画部　技術管理課　検査係

国土交通省関東地方整備局　企画部　工事品質調整官宛て

６．手続き等の
　　問い合わせ先

〒３３０－９７２４　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

〒３３０－９７２４　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

１．委託業務等名

５．送付先

４．評定点
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注）１．各項目の評定点及び満点は小数第二位を四捨五入して表示している。
    ２．測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。
　　３．評定点の小計は小数第一位を四捨五入し、整数としている。
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